
総社市告示第２０号 

 

 総社市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱（平成２３年総社市告示第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

  平成２８年３月２５日 

 

                                              総社市長 片 岡 聡 一 

 

 次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表示の下線が引かれた条（以下「移

動後条」という。）が存在する場合には，当該移動条を当該移動後条とし，移動条に対応する移動後条が存在しない場合には，当該移動条（以下「削除条」

という。）を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分（条の表示を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在

しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

総社市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，本市に居住する在宅の小児慢性特定疾病児童等に対

し，日常生活用具（以下「用具」という。）を給付することにより，日常

生活の便宜を図り，その福祉の増進に資することを目的とする。 

 

 

 

 

 

（用具の種類及び給付の対象者） 

第２条 給付の対象となる用具の種類は，別表第１の用具の種類の欄に掲げ

る用具とし，その対象者は，同表の対象者の欄に掲げる児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾

病児童等（小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び

 

総社市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，本市に居住する在宅の小児慢性特定疾患児に対し，日

常生活用具（以下「用具」という。）を給付することにより，日常生活の

便宜を図り，その福祉の増進に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，「小児慢性特定疾患児」とは，厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知（平成１７年２月２１日付け雇児発第０２２１０

０１号）に定める小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者を

いう。 

（用具の種類及び給付の対象者） 

第３条 給付の対象となる用具の種類は，別表第１の用具の種類の欄に掲げ

る用具とし，その対象者は，同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患

児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による施策（小児慢性特定

疾患治療研究事業を除く。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的



改   正   後 改   正   前 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）による施策の対象とはならない者に限る。）とする。 

（給付の申請） 

第３条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者（以下「申請者」とい

う。）は，小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書（以下「申請

書」という。）に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び所得税額等を

証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし，公簿等で

確認できる事項に係る書類は，省略することができる。 

（給付の決定） 

第４条 市長は，前条の申請書を受理したときは，速やかにこれを審査し，

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書を作成し，用具の給付の

可否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により給付の決定をしたときは小児慢性特定疾病児

童等日常生活用具給付決定通知書及び小児慢性特定疾病児童等日常生活

用具給付券を，その申請を却下することを決定したときは却下決定通知書

を申請者に通知するものとする。 

 （用具の給付） 

第５条 略 

（費用の負担） 

第６条 略 

２ 前項の規定により負担することとされた費用は，用具の引渡しの際に，

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券に添えて，直接業者に支払う

ものとする。 

（用具の管理） 

第７条 略 

（給付台帳の整備） 

第８条 市長は，用具の給付状況を明確にするため，小児慢性特定疾病児童

等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。 

 （再給付等） 

第９条 略 

（その他） 

第１０条 略 

 

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）による施策の対象と

はならない者に限る。）とする。 

（給付の申請） 

第４条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者（以下「申請者」とい

う。）は，小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書（以下「申請書」

という。）に小児慢性特定疾患医療受診券の写し及び所得税額等を証する

書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし，公簿等で確認で

きる事項に係る書類は，省略することができる。 

（給付の決定） 

第５条 市長は，前条の申請書を受理したときは，速やかにこれを審査し，

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書を作成し，用具の給付の可否

を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により給付の決定をしたときは小児慢性特定疾患児

日常生活用具給付決定通知書及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付

券を，その申請を却下することを決定したときは却下決定通知書を申請者

に通知するものとする。 

（用具の給付） 

第６条 略 

（費用の負担） 

第７条 略 

２ 前項の規定により負担することとされた費用は，用具の引渡しの際に，

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券に添えて，直接業者に支払うもの

とする。 

（用具の管理） 

第８条 略 

（給付台帳の整備） 

第９条 市長は，用具の給付状況を明確にするため，小児慢性特定疾患児日

常生活用具給付台帳を整備するものとする。 

（再給付等） 

第１０条 略 

（その他） 

第１１条 略 

 



改   正   後 改   正   前 

別表第１（第３条関係）             （単位：円） 

用具の種類 公費負担限度額 対象者 性 能 

便器 便器  4,450 

手すり 5,400 

常時介助を要す

る者 

小児慢性特定疾

病児童等が容易

に使用し得るも

の（手すりをつ

けることができ

る。ただし，取

替えに当たり住

宅改修を伴うも

のを除く。） 

略 

特殊尿器 67,000 自力で排尿でき

ない者 

尿が自動的に吸

引 さ れ る も の

で，小児慢性特

定疾病児童等又

は介助者が容易

に使用し得るも

の 

体位変換器 15,000 寝たきりの状態

にある者 

介助者が小児慢

性特定疾病児童

等の体位を変換

させるのに容易

に使用し得るも

の 

入浴補助用具 90,000 入浴に介助を要

する者 

入浴時の移動，

座位の保持，浴

槽への入水等を

補助でき，小児

慢性特定疾病児

童等又は介助者

が容易に使用し

得るもの 

別表第１（第３条関係） 

用具の種類 公費負担限度額 対象者 性 能 

便器 便器   4,450 円 

手すり 5,400 

常時介助を要す

る者 

小児慢性特定疾

患児が容易に使

用 し 得 る も の

（手すりをつけ

る こ と が で き

る。ただし，取

替えに当たり住

宅改修を伴うも

のを除く。） 

略 

特殊尿器 67,000 自力で排尿でき

ない者 

尿が自動的に吸

引 さ れ る も の

で，小児慢性特

定疾患児又は介

助者が容易に使

用し得るもの 

 

体位変換器 15,000 寝たきりの状態

にある者 

介助者が小児慢

性特定疾患児等

の体位を変換さ

せるのに容易に

使用し得るもの 

 

入浴補助用具 90,000 入浴に介助を要

する者 

入浴時の移動，

座位の保持，浴

槽への入水等を

補助でき，小児

慢性特定疾患児

又は介助者が容

易に使用し得る

もの 



改   正   後 改   正   前 

車いす 70,400 下肢が不自由な

者 

小児慢性特定疾

病児童等の身体

機能を十分踏ま

えたものであっ

て，必要な強度

と安定性を有す

るもの 

歩行支援用具 60,000 下肢が不自由な

者 

おおむね次のよ

うな性能を有す

る手すり，スロ

ープ，歩行器等

であること。 

ア 小児慢性特

定疾病児童等

の身体機能の

状態を十分踏

まえたもので

あって，必要

な強度と安定

性を有するも

の 

イ 転倒予防，

立ち上がり動

作の補助，移

乗 動 作 の 補

助，段差解消

等の用具とな

るもの 

電気式たん吸引

機 

56,400 呼吸器機能に障

がいのある者 

小児慢性特定疾

病児童等又は介

助者が容易に使

用し得るもの 

略 

車いす 70,400 下肢が不自由な

者 

小児慢性特定疾

患児の身体機能

を十分踏まえた

ものであって，

必要な強度と安

定性を有するも

の 

歩行支援用具 60,000 下肢が不自由な

者 

おおむね次のよ

うな性能を有す

る手すり，スロ

ープ，歩行器等

であること。 

ア 小児慢性特

定疾患児の身

体機能の状態

を十分踏まえ

たものであっ

て，必要な強

度と安定性を

有するもの 

イ 転倒予防，

立ち上がり動

作の補助，移

乗 動 作 の 補

助，段差解消

等の用具とな

るもの 

 

電気式たん吸引

機 

56,400 呼吸器機能に障

がいのある者 

小児慢性特定疾

患児又は介助者

が容易に使用し

得るもの 

略 



改   正   後 改   正   前 

ネ ブ ラ イ ザ ー

（吸入器） 

36,000 呼吸器機能に障

がいのある者 

小児慢性特定疾

病児童等又は介

助者が容易に使

用し得るもの 

パルスオキシメ

ーター 

略 

ストマ装具（蓄

便袋） 

106,800 

（上記の金額は

年間で補助でき

る上限） 

人工肛門を造設

した者 

小児慢性特定疾

病児童等又は介

助者が容易に使

用し得るもの 

ストマ装具（蓄

尿袋） 

140,400 

（上記の金額は

年間で補助でき

る上限） 

人工ぼうこうを

造設した者 

小児慢性特定疾

病児童等又は介

助者が容易に使

用し得るもの 

人工鼻 117,000 

（上記の金額は

年間で補助でき

る上限） 

人工呼吸器の装

着又は気管切開

が必要な者 

小児慢性特定疾

病児童等又は介

助者が容易に使

用し得るもの 

別表第２（第７条関係）  

略 

備考 

１ 略 

２ 世帯階層区分の認定 

(１) 略 

(２) 認定の基礎となる用語の定義は，小児慢性特定疾病対策総合支援

事業実施要綱（平成２７年５月２８日付雇児発０５２８第１号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添）別添２備考に定める用語

の定義とする。 

  

ネ ブ ラ イ ザ ー

（吸入器） 

36,000 呼吸器機能に障

がいのある者 

小児慢性特定疾

患児又は介助者

が容易に使用し

得るもの 

パルスオキシメ

ーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

別表第２（第７条関係） 

略 

備考 

１ 略 

２ 世帯階層区分の認定 

(１) 略 

(２) 認定の基礎となる用語の定義は，小児慢性特定疾患児日常生活用

具給付事業実施要綱（平成１７年２月２１日付雇児発第０２２１０

０２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添）別表２の２備

考に定める用語の定義とする。 

  

   

  附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 


